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【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
 

【発行登録書の内容】  

提出日 令和３年６月29日

効力発生日 令和３年７月７日

有効期限 令和５年７月６日

発行登録番号 ３－外１

発行予定額又は発行残高の上限 7,800億円

発行可能額 748,417,089,000円
 

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止
期間は、令和４年１月26日（提出日）である。

【提出理由】 令和３年６月29日付発行登録書につき、令和３年12月
17日付で提出した訂正発行登録書の記載事項の一部を
訂正するため、本訂正発行登録書を提出する。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１　【訂正内容】
 

（発行登録書の「第一部　証券情報」に記載された、[モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタン

レー・ファイナンス・エルエルシー 2034年２月３日満期 期限前償還条項付 メキシコペソ・日本円連動米ド

ル建パワー・クーポン社債（２年固定）に関する情報]に関し以下の訂正を行います。なお、訂正箇所には下
線を付しています。）

 

第一部【証券情報】

 

第２【売出要項】

 

＜訂正前＞

２【売出しの条件】

＜中略＞

 

３．利息

3.1 利息の発生

　本社債は、2022年２月４日（「利息開始日」）以降利息を生じ、当該利息は社債要項第５項（支

払）の定めに従い、2022年８月３日（「初回利払日」）以降満期日（いずれも同日を含む。）までの

各年の２月３日および８月３日（「利払日」）において後払で支払われる。ただし、期限前償還事由

（社債要項4.1(2)において定義される。）が発生した場合の最終利払日は、期限前償還日（社債要項

4.1(2)において定義される。）とする。

 

　2022年２月４日（同日を含む。）から2024年２月３日（同日を含まない。）までの各利息期間は年率

7.00％で利息を生じ、2024年２月３日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息

期間は計算代理人が下記の算式に従って算定する利率（年率）によって利息を生じる。なお、2022年

２月４日（同日を含む。）から、2022年８月３日（同日を含まない。）までの利息期間については、

初回の利払日にUSD3,480.56の利息額が支払われる。

 
25.00％×参照レート／ベースレート－20.00％

（ただし、上記の算式に従って算定された利率が年率0.10％を下回る場合には、当該利息計算

期間に係る利率は年率0.10％とする。）

 

　本項において、

 

　「利息期間」とは、利息開始日またはいずれかの利払日（いずれも同日を含む。）から次の利払日

（同日を含まない。）までの期間（修正翌営業日規則の適用による利払日に対する調整は行われる

が、利息期間に対する調整は行われない。）をいう。

 

　「ベースレート」とは、以下の算式に従って決定されるレートをいう。ただし、小数点以下第５位

を四捨五入する。

 

当初参照レート×（未定）（％）（70.00％以上80.00％以下を仮条件とする。）

　

＜後略＞

 

＜訂正後＞

 

 

２【売出しの条件】
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＜中略＞

 

３．利息

3.1 利息の発生

　本社債は、2022年２月４日（「利息開始日」）以降利息を生じ、当該利息は社債要項第５項（支

払）の定めに従い、2022年８月３日（「初回利払日」）以降満期日（いずれも同日を含む。）までの

各年の２月３日および８月３日（「利払日」）において後払で支払われる。ただし、期限前償還事由

（社債要項4.1(2)において定義される。）が発生した場合の最終利払日は、期限前償還日（社債要項

4.1(2)において定義される。）とする。

 

　2022年２月４日（同日を含む。）から2024年２月３日（同日を含まない。）までの各利息期間は年率

7.00％で利息を生じ、2024年２月３日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息

期間は計算代理人が下記の算式に従って算定する利率（年率）によって利息を生じる。なお、2022年

２月４日（同日を含む。）から、2022年８月３日（同日を含まない。）までの利息期間については、

初回の利払日にUSD3,480.56の利息額が支払われる。

 
25.00％×参照レート／ベースレート－20.00％

（ただし、上記の算式に従って算定された利率が年率0.10％を下回る場合には、当該利息計算

期間に係る利率は年率0.10％とする。）

 

　本項において、

 

　「利息期間」とは、利息開始日またはいずれかの利払日（いずれも同日を含む。）から次の利払日

（同日を含まない。）までの期間（修正翌営業日規則の適用による利払日に対する調整は行われる

が、利息期間に対する調整は行われない。）をいう。

 

　「ベースレート」とは、以下の算式に従って決定されるレートをいう。ただし、小数点以下第５位

を四捨五入する。

 

当初参照レート×（未定）（％）（66.00％以上76.00％以下を仮条件とする。）

　

＜後略＞
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